
さいたま市介護保険施設等指導実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市が介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第２３条及びさいたま市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱（平成２

９年さいたま市告示第５１０号）第１４条の規定による居宅サービス等（居宅サービス

（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービス

を含む。）、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護

予防サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービス（こ

れに相当するサービスを含む。）、介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）

若しくは第１号事業をいう。以下同じ。）を担当する者又はこれらの者であった者（以

下「居宅サービス担当者等」という。）に対して行う介護給付、予防給付及び第１号事

業支給費（以下「介護給付等」という。）に関する文書その他の物件の提出若しくは提

示の求め若しくは依頼、又は質問若しくは照会に基づく居宅サービス等の内容並びに介

護給付等に係る費用（以下「介護報酬」という。）の請求に関する指導について、基本

的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者（以下

「利用者等）という。）の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当

者等及び居宅サービス実施者等（以下「介護保険施設等」という。）の支援を基本とし

介護保険施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等（以下「介護給付等対象サービ

ス」という。）に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的と

する。 

 

 （指導方針） 

第２条 指導は、介護保険施設等に対し、次に掲げる基準等に定める介護給付等対象サー

ビスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とす

る。 

 ⑴ さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

(平成２４年さいたま市条例第６８号) 

 ⑵ さいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６９号） 

 ⑶ さいたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平

成２４年さいたま市条例第７０号) 

 ⑷ さいたま市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

（平成２４年さいたま市条例第７１号） 

 ⑸ さいたま市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成

３０年さいたま市条例第２９号） 

 ⑹ さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例（平成２４年さいたま市条例第７３号） 

 ⑺ さいたま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（平成２４年さいたま市条例第７４号） 

 ⑻ さいたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（平成

２６年さいたま市条例第８７号） 



 ⑼ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第４０号） 

 ⑽ さいたま市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等の基準等に関する条例（平成

２６年さいたま市条例第８８号） 

 ⑾ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第

１９号） 

 ⑿ 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第

２０号） 

 ⒀ 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示

第２１号） 

 ⒁ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労

働省告示第１２６号） 

 ⒂ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働

省告示第１２７号） 

 ⒃ 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８

年厚生労働省告示第１２８号） 

 ⒄ 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告

示第１２９号） 

 ⒅ 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成２７年厚生労働省告示第９３号） 

⒆ さいたま市介護予防訪問介護サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱

（平成２９年３月３１日さいたま市告示第５１１号） 

⒇ さいたま市家事支援型訪問サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱

（平成２９年３月３１日さいたま市告示第５１２号） 

（２１） さいたま市介護予防通所介護サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱

（平成２９年３月３１日さいたま市告示第５１３号） 

（２２） さいたま市交流型通所サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱（平成

２９年３月３１日さいたま市告示第５１４号） 

（２３） さいたま市運動型通所サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱（平成

２９年３月３１日さいたま市告示第５１５号） 

（２４） さいたま市第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準（平成２９年３月３１

日さいたま市告示第５２１号） 

 

 （指導形態） 

第３条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 集団指導 市が指定又は許可の権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給付等対象

サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめ

とした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年１回以上、一定の場所に集め

て講習等の方法により行う。なお、オンライン等（オンライン会議システム、ホーム

ページ等、以下同じ。）の活用による動画の配信等による実施も可能とする。 

 ⑵ 運営指導 

運営指導は次の形態により、原則、実地に行う。 

ア 市が単独で行うもの（以下「一般指導」という。） 

イ 厚生労働大臣と合同で行うもの（以下「合同指導」という。） 



 （指導対象の選定基準等） 

第４条 効率的な指導を行うため、毎年度策定する指導実施方針及び年間計画に基づき指

導対象を選定するものとする。 

２ 指導対象の選定基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容

及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。 

 ⑵ 一般指導 実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう介

護保険施設等を選定するほか、市が特に一般指導を要すると認める介護保険施設等を

選定する。 

 ⑶ 合同指導 一般指導の対象とした介護保険施設等の中から選定する。 

 （集団指導の方法） 

第５条 市は、指導対象となる介護保険施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の

日時、場所、出席者、指導内容等を文書により介護保険施設等に通知するものとする。 

２ 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、

過去の指導事例その他必要と認められる内容について、講習等の方式で行うものとする。 

 （運営指導の方法） 

第６条 市は、指導対象となる介護保険施設等を決定したときは、あらかじめ運営指導の

根拠規定及び目的、日時及び場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書によ

り当該介護保険施設等に通知するものとする。 

２ 運営指導の実施に当たっては、必要に応じて指導対象となる介護保険施設等に事前資

料の提出を求めることができるものとする。 

３ 運営指導は、国が定める運営指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類

等をもとに説明を求め、面談方式で行うものとする。 

４ 運営指導は、原則として監査指導課の職員２名以上をもって行うものとする。 

 （運営指導結果の通知） 

第７条 運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められ

る事項がある場合、介護報酬請求について過誤による調整を要すると認められる場合に

は、後日、文書によりその旨及び指導事項について通知する。 

 （回答書の提出） 

第８条 市は、運営指導を実施した介護保険施設等に対し、文書で通知した指導事項につ

いて、文書により回答を求めるものとする。 

 （自主点検の指示等） 

第９条 運営指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、

第７条の規定による通知のほか、指導事項に係る自主点検の指示を行うものとする。 

２ 前項の自主点検を行った介護保険施設等は、その結果を市に提出するものとする。 

３ 市は、前項の規定により提出された結果の内容を確認し、必要があると認めたときは

自主返還の指示を行うものとする。 

 （監査への変更） 

第１０条 運営指導中に、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指

導を中止し、直ちに別に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行

うものとする。 



 ⑴ 市が条例及び要綱で定める介護給付費等対象サービスの事業の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑い

があると認められる場合 

 ⑵ 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると

認められる場合 

 ⑶ 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認め

られる場合 

 ⑷ 利用者等の生命または身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその

疑いがあると認められる場合 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、介護保険施設等の指導に関し必要な事項は、別

に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月８日から施行する。 

２ さいたま市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱（平成２０年２月１３日福祉

部長決裁）は、廃止する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年３月２８日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年６月１４日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年９月１３日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


